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一

は

じ

め

に

有
限
会
社
法
六
条
は
、
定
款
の
絶
対
的
記
載
ま
た
は
記（
１
）

録
事
項
と
し
て
、
�
目
的
（
一
号
）
、
�
商
号
（
二
号
）
、
�
資
本
の
総
額
（
三

号
）、
�
出
資
一
口
の
金
額
（
四
号
）、
�
社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
（
五
号
）、
�
各
社
員
の
出
資
の
口
数
（
六
号
）、
�
本
店
の
所
在

地
（
七
号
）
を
掲
げ
、
ま
た
同
法
七
条
は
相
対
的
記
載
事
項
と
し
て
、
�
現
物
出
資
（
二
号
）、
�
財
産
引
受
（
三
号
）、
�
設
立
費
用

（
四
号
）
の
い
わ
ゆ
る
変
態
設
立
事
項
を
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
法
一
一
条
に
よ
れ
ば
、
定
款
を
も
っ
て
最
初
の
取
締
役
を
定
め

る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
場
合
に
は
原
始
定
款
に
当
該
取
締
役
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
監
査
役
を
置
い
た
と
き
は
、
最
初

の
監
査
役
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
有
三
三
条
二
項
）。

本
稿
で
は
、
有
限
会
社
の
定
款
記
載
事
項
の
う
ち
、
社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
各
社
員
の
出
資
口
数
、
さ
ら
に
最
初
の
取

締
役
の
記
載
に
つ
い
て
、
そ
の
効
力
と
変
更
の
要
否
を
株
式
会
社
の
場
合
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

（阪大法学）５３（３・４―９１）７１３〔２００３．１１〕



二

定
款
記
載
事
項
の
分
類
と
意
義

一

会
社
の
定
款
は
、
そ
の
会
社
の
基
本
的
事
項
を
定
め
る
も
の
で
、
会
社
の
組
織
・
運
営
は
会
社
法
お
よ
び
定
款
の
規
定
に
従
っ

て
決
定
さ
れ
る
。
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
定
款
の
記
載
内
容
は
、
会
社
の
い
わ
ば
自
治
規
範
と
し
て
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
す
べ
て

の
社
員
お
よ
び
会
社
機
関
を
拘
束
す
る
。
会
社
法
は
こ
の
よ
う
な
定
款
の
重
要
性
を
考
慮
し
て
、
一
定
の
規
制
を
置
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
款
に
記
載
さ
れ
る
事
項
は
、
そ
の
効
力
に
よ
っ
て
�
絶
対
的
記
載
事
項
、
�
相
対
的
記
載
事
項
お
よ
び
�
任
意
的
記

載
事
項
に
分
け
ら
れ（
２
）

る
。
絶
対
的
記
載
事
項
は
、
会
社
法
に
よ
り
そ
の
記
載
が
要
求
さ
れ
て
い
る
事
項
で
、
こ
れ
を
欠
く
と
当
該
記
載

事
項
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
定
款
全
体
が
無
効
と
な
り
、
会
社
の
設
立
無
効
原
因
と
な
る
事
項
で
あ
る
。
有
限
会
社

に
つ
い
て
は
、
有
限
会
社
法
六
条
が
こ
れ
を
定
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
相
対
的
記
載
事
項
は
、
そ
の
記
載
を
欠
い
て
も
定
款
自
体
の
効

力
に
は
影
響
が
な
い
が
、
そ
の
反
面
定
款
上
に
そ
の
記
載
が
な
い
か
ぎ
り
、
当
該
事
項
の
効
力
が
認
め
ら
れ
な
い
事
項
で
、
前
述
の
変

態
設
立
事
項
（
有
七
条
）、
累
積
投
票
の
定
め
（
有
二
五
条
ノ
二
）、
業
務
執
行
の
決
定
に
関
す
る
別
段
の
定
め
（
有
二
六
条
）、
取
締

役
の
互
選
に
よ
る
代
表
取
締
役
の
定
め
（
有
二
七
条
三
項
後
段
）、
監
査
役
の
定
め
（
有
三
三
条
）、
社
員
総
会
の
招
集
通
知
期
間
の
短

縮
（
有
三
六
条
）、
少
数
社
員
に
よ
る
総
会
招
集
に
関
す
る
別
段
の
定
め
（
有
三
七
条
二
項
）、
総
会
決
議
の
方
法
（
有
三
八
条
ノ
二
）、

社
員
の
議
決
権
の
数
に
関
す
る
別
段
の
定
め
（
有
三
九
条
）、
利
益
配
当
に
関
す
る
別
段
の
定
め
（
有
四
四
条
）、
各
社
員
の
帳
簿
閲
覧

権
（
有
四
四
条
ノ
二
第
二
項
）、
会
社
の
解
散
事
由
（
有
六
九
条
一
項
一
号
）
お
よ
び
残
余
財
産
の
分
配
に
関
す
る
別
段
の
定
め
（
有

七
三
条
）
な
ど
が
あ
る
。
絶
対
的
お
よ
び
相
対
的
記
載
事
項
以
外
の
事
項
は
、
そ
の
対
外
的
効
力
に
制
約
が
あ
る
と
は
い
え
、
会
社
は

会
社
法
お
よ
び
定
款
に
反
し
な
い
範
囲
で
自
由
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
項
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
も
許
さ

れ
、
定
款
で
定
め
た
場
合
に
は
定
款
記
載
事
項
と
し
て
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
（
任
意
的
記
載
事
（
３
）

項
）。
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二

つ
ぎ
に
、
定
款
記
載
事
項
と
し
て
は
、
そ
の
記
載
が
会
社
設
立
時
に
お
い
て
の
み
問
題
と
な
る
事
項
、
会
社
設
立
時
の
み
な
ら

ず
成
立
後
に
お
い
て
も
意
味
を
有
す
る
事
項
な
ら
び
に
会
社
成
立
後
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
事
項
が
あ
る
。
会
社
設
立
時
に
お
い

て
の
み
問
題
と
な
る
事
項
と
し
て
は
、
変
態
設
立
事
項
（
有
七
条
）
が
あ
り
、
会
社
設
立
時
の
み
な
ら
ず
成
立
後
も
意
味
を
有
す
る
事

項
と
し
て
は
、
会
社
の
目
的
（
有
六
条
一
号
）
お
よ
び
商
号
（
同
条
二
号
）
な
ど
、
多
く
の
絶
対
的
記
載
事
項
が
こ
れ
に
当
た
る
。
ま

た
、
会
社
成
立
後
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
事
項
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
相
対
的
記
載
事
項
が
該
当
す
る
。
会
社
設
立
時
の
み
な
ら
ず

成
立
後
も
意
味
を
有
す
る
事
項
な
ら
び
に
会
社
成
立
後
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
社
成
立
後
に
お
い
て
そ
の

変
更
が
問
題
と
な
り
え
、
こ
の
た
め
定
款
の
変
更
が
必
要
と
な
る
（
有
四
七（
４
）

条
）。

三

ま
た
、
定
款
記
載
事
項
に
は
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
事
項
と
単
な
る
事
実
の
記
載
に
過
ぎ
な
い
事
項
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
相

対
的
記
載
事
項
は
す
べ
て
法
的
拘
束
力
が
あ
る
の
に
対
し
、
絶
対
的
記
載
事
項
の
う
ち
会
社
の
目
的
、
商
号
、
資
本
の
総
額
お
よ
び
出

資
一
口
の
金
額
は
法
的
効
力
を
有
す
る
が
、
社
員
の
住
所
は
単
な
る
事
実
の
記
載
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
員
は
定
款
上
の
住
所
と
異

な
る
地
へ
の
移
転
（
住
所
変
更
）
に
、
定
款
変
更
の
手
続
を
要
す
る
も
の
で
は
な（
５
）

い
。

四

と
こ
ろ
で
、
あ
る
事
項
を
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
任
意
的
記
載
事
項
は
、

そ
の
効
力
を
生
ず
る
た
め
に
必
ず
し
も
定
款
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
の
意
味
が
直
接
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
絶
対
的
記
載
事
項
や
相
対
的
記
載
事
項
は
、
会
社
法
に
よ
り
そ
の
記
載
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
相
対
的
記
載
事

項
も
、
当
該
事
項
の
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
、
定
款
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、
絶
対
的
記
載
事
項
と
変
わ
ら
な
い
）、
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
議
論
す
る
意
味
は
、
あ
ま
り
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
絶
対
的
記
載
事
項
や
相
対
的
記
載
事
項
に
つ

い
て
も
、
そ
の
範
囲
を
立
法
政
策
上
の
問
題
と
し
て
議
論
す
る
場
合
に
は
、
定
款
記
載
事
項
一
般
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
が
ま
ず
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

有限会社の定款とその変更

（阪大法学）５３（３・４―９３）７１５〔２００３．１１〕



ま
ず
第
一
に
、
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ
り
社
員
お
よ
び
債
権
者
な
ど
会
社
の
利
害
関
係
者
に
こ
れ
を
知
ら
し
め
て（
有

二
八
条
参
照
）、
こ
れ
に
よ
り
拘
束
な
い
し
影
響
を
受
け
る
べ
き
者
を
保
護
す
る
と
い
う
機
能
が
あ
る
（
情
報
開
示
機
能
）。
こ
れ
と
関

連
し
て
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
社
員
を
拘
束
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
定
款
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る（
拘

束
機
能
）。
こ
れ
を
肯
定
す
る
な
ら（
６
）

ば
、
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
の
意
味
は
ま
ず
も
っ
て
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
。

第
二
に
、
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
変
更
に
定
款
変
更
手
続
を
要
す
る
こ
と
と
な
り
（
有
四
七
、
四
八
条
）、
こ
れ
に

よ
ら
な
い
か
ぎ
り
当
該
事
項
の
変
更
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
効
果
が
与
え
ら
れ
る
（
硬
定
機
能
）。

第
三
に
、
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
は
、
そ
の
違
反
は
定
款
違
反
と
な
り
、
そ
の
行
為
の
効
力
や
そ
の
行
為
者
の
責
任
に
つ
い
て
も
、

重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
、
定
款
違
反
の
総
会
決
議
は
決
議
取
消
事
由
と
な
り
（
有
四
一
条
、
商

二
四
七
条
）、
ま
た
取
締
役
は
定
款
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
有
三
二
条
、
商
二
五
四
条
ノ
三
）、
こ
れ
に
違
反
し
て
会
社
に

損
害
を
与
え
た
と
き
は
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
有
三
〇
条
ノ
二
第
一
項
三
号
）。
し
た
が
っ
て
、
定
款
に
記
載
す

る
こ
と
は
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
重
大
な
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
遵
守
を
よ
り
強
く
確
保
す
る
機
能
が
あ
る
と
い
え
る

（
違
反
防
止
・
違
反
是
正
機
能
）。

三

定
款
に
お
け
る
社
員
に
関
す
る
記
載

一

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
定
款
記
載
事
項
の
中
で
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
（
有
六
条
五
号
）
お
よ
び
そ
の
出
資
口
数
（
同
条
六
号
）

は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
お
よ
び
性
質
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
そ
の
出
資
口
数
が
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
な
っ
て
い
る
趣
旨
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
出
資
口
数
の
定
款
に
お
け
る
記
載
が
、
持
分
移
転
の
対
抗
要
件
と
な

（阪大法学）５３（３・４―９４）７１６〔２００３．１１〕



る
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
ん
ら
い
社
員
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
そ
の
出
資
口
数
は
社
員
名
簿
の
記
載
事
項
で
あ
り
（
有
二
八
条
二
項
）、

持
分
の
移
転
は
こ
れ
を
社
員
名
簿
に
記
載
し
な
け
れ
ば
、
会
社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
有
二
〇
条
）。
し

か
し
第
二
に
、
有
限
会
社
の
設
立
に
は
株
式
会
社
に
お
け
る
よ
う
な
発
起
人
は
存
在
せ
ず
、
社
員
全
員
が
会
社
設
立
者
と
し
て
発
起
人

と
同
様
の
地
位
に
あ
る
と
解
さ
れ（
７
）

る
。
原
始
定
款
に
各
社
員
が
署
名
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
も
（
有
六
条
二
項
）、
こ
の
趣

旨
を
表
わ
し
て
い（
８
）

る
。
そ
う
す
る
と
、
原
始
定
款
で
社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
の
記
載
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
株
式
会
社
の
場
合

に
発
起
人
の
氏
名
お
よ
び
住
所
の
記
載
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
と
同
一
の
理
由
、
す
な
わ
ち
会
社
の
設
立
行
為
を
な
す
者
を
特
定
す
る

た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
会
社
設
立
時
の
社
員
が
取
締
役
と
な
ら
ん
で
、
現
物
出
資
お
よ
び
財
産
引
受
の
価
格
填
補
責
任
（
有
一
四
条
）
お
よ

び
未
済
出
資
の
払
込
・
価
額
支
払
責
任
（
有
一
五
条
）
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ（
９
）

る
。
す
な
わ
ち
、
有
限
会
社
の
設

立
に
お
い
て
は
、
そ
の
社
員
が
会
社
設
立
者
と
し
て
設
立
行
為
を
行
い
、
ま
た
こ
れ
に
基
づ
く
責
任
を
負
担
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
設
立
行
為
者
を
特
定
す
る
た
め
に
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
、
か
つ
そ
の
者
の
意
思
を
表
示
す
る
た
め
に
定
款
上
に
署
名

が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ（
１０
）

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
社
員
の
出
資
口
数
が
定
款
の
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
い
。
合
名
会
社
お
よ
び

合
資
会
社
に
お
い
て
は
、
原
始
社
員
の
出
資
は
定
款
上
の
記
載
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
が
（
商
六
三
条
一
項
五
号
、
一
四
八
条
）、
株

式
会
社
の
場
合
に
は
、
発
起
人
に
よ
る
出
資
の
確
定
す
な
わ
ち
株
式
の
引
受
が
定
款
に
お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い

（
商
一
六
九（
１１
）

条
）。

こ
の
相
違
は
、
会
社
の
社
員
の
公
開
性
・
閉
鎖
性
の
相
違
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
で
は
社
員
の
頻
繁
な
変
動
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
株
式
会
社
で
は
会
社
成
立
後
は
発
起
人
が

引
き
受
け
た
部
分
を
含
め
て
株
式
が
流
通
す
る
か
ら
、（
と
く
に
株
式
分
割
払
込
制
の
も
と
で（
１２
）

は
）
定
款
上
の
記
載
を
も
っ
て
払
込
義

有限会社の定款とその変更
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務
者
を
確
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
有
限
会
社
も
、
社
員
の
変
動
が
あ
ま
り
予
定
さ
れ
ず
閉
鎖
性
を
有
す
る
点

で
は
、
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら（
１３
）（
１４
）

れ
る
。

社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
が
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
さ
れ
て
い
る
趣
旨
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ

こ
で
記
載
が
要
求
さ
れ
る
社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
は
原
始
社
員
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
後
に
会
社
の
社
員
と
な
っ
た
者
は
含
ま
れ
な

い
。
ま
た
、
そ
の
出
資
口
数
も
会
社
設
立
時
に
引
き
受
け
た
出
資
口
数
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
の
増
減
は
含
ま
れ
ず
そ
れ
は
社
員
名

簿
の
記
載
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
有
限
会
社
が
成
立
後
に
資
本
増
加
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
出
資
口
数
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
引
き
受

け
て
新
た
に
社
員
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
規
定
は
な
い
が
、
定
款
に
お
け
る
記
載
で
は
な
く
、
社
員
名
簿
に
お
け
る
記
載
に
よ
り
、
自

己
が
社
員
で
あ
る
こ
と
を
他
の
社
員
お
よ
び
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ（
１５
）

う
。
し
た
が
っ
て
、
原
始
社
員
の
氏
名
お
よ

び
住
所
な
ら
び
に
そ
の
会
社
設
立
時
に
お
け
る
出
資
口
数
の
み
が
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
で
あ
り
、
そ
の
後
の
変
動
は
法
が
定
款
に

お
け
る
記
載
を
要
求
し
て
い
る
事
項
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
社
員
お
よ
び
そ
の
出
資
口
数
の
変
動
は
、
社
員
名
簿
の
記
載
の
み
が
対

抗
の
基
準
と
な
り
、
定
款
変
更
の
問
題
を
を
生
じ
な
い
の
み
な
ら（
１６
）

ず
、
定
款
記
載
事
項
を
更
正
す
る
必
要
も
な（
１７
）

い
。
む
し
ろ
、
定
款
の

原
始
社
員
に
関
す
る
記
載
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、
会
社
成
立
後
の
社
員
の
変
動
も
こ
こ
に
い
う

定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
の
変
更
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
原
始
社
員
は
株
式
会
社
の
発
起
人
と
同
様
の
資
本
充
実
責
任
を
負
担
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
始
社
員
の
同
一
性
が
そ
の
後
の
社
員
の
変
動
に
と
も
な
う
定
款
の
変
更
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
特

定
が
で
き
な
い
危
険
が
あ
る
。

二

以
上
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
最
高
裁
の
判
例
が
あ
る
。

最
高
裁
（
二
小
）
昭
和
五
九
年
三
月
二
三
日
判
決
（
金
判
六
九
四
号
三
頁
、
判
時
一
一
一
一
号
一
三
九
頁
、
判
タ
五
二
四
号
一
九
七

号
、
金
法
一
〇
七
二
号
三
三
頁
）
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Ｘ
ら
（
原
告
、
控
訴
人
兼
被
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、
Ｙ
有
限
会
社
（
被
告
、
被
控
訴
人
兼
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
の
社
員
と
し
て
、

昭
和
四
五
年
一
一
月
一
〇
日
お
よ
び
同
年
一
二
月
一
五
日
開
催
の
Ｙ
会
社
の
臨
時
社
員
総
会
に
お
け
る
�
社
員
の
持
分
譲
渡
承
認
決
議
、

�
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
選
任
決
議
な
ら
び
に
�
こ
れ
ら
の
事
項
に
関
す
る
定
款
変
更
決
議
の
不
存
在
確
認
を
訴
求
し
た
と
こ
ろ
、
原

審
は
、
有
限
会
社
の
社
員
の
氏
名
、
住
所
、
持
分
の
口
数
の
変
動
は
定
款
そ
の
も
の
の
変
更
で
は
な
く
、
ま
た
、
定
款
に
設
立
当
初
の

取
締
役
、
監
査
役
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
解
任
、
選
任
は
定
款
の
変
更
を
要
せ
ず
、
社
員
総
会
の
普
通
決
議
を
も
っ
て
足

り
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
右
各
事
項
の
定
款
変
更
決
議
に
は
法
的
に
格
別
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
社
員
総
会

に
お
け
る
社
員
の
持
分
譲
渡
承
認
決
議
お
よ
び
取
締
役
、
監
査
役
の
選
任
決
議
の
存
否
の
確
認
を
求
め
て
い
る
と
き
に
、
重
ね
て
右
各

事
項
に
関
連
す
る
定
款
変
更
決
議
の
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
利
益
が
な
い
と
し
、
右
定
款
変
更
決
議
の
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
請

求
部
分
の
訴
え
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
。
Ｘ
ら
か
ら
の
上
告
に
対
し
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
Ｘ
ら
の
主
張
を
認
め
た

（
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
本
件
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
本
件
定
款
変
更
決
議
は
有
効
に
な
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
、
Ｘ
ら
の
定
款
変
更
決
議

不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
請
求
部
分
は
棄
却
を
免
れ
な
い
が
、
そ
の
結
論
は
原
判
決
よ
り
も
Ｘ
ら
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
と
こ
ろ
、

旧
民
訴
法
三
九
六
条
お
よ
び
三
八
五
条
に
よ
り
、
Ｘ
ら
の
み
の
上
告
に
か
か
る
本
件
に
お
い
て
、
原
判
決
よ
り
も
Ｘ
ら
に
不
利
益
な
結

論
と
な
る
判
決
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
原
判
決
を
維
持
す
る
ほ
か
な
い
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
）。

「
Ｘ
ら
の
本
訴
に
お
け
る
前
記
請
求
部
分
は
、
Ｙ
会
社
に
お
い
て
は
社
員
総
会
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
定
款
変
更
決
議
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
も
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
変
更
決
議
が
行
わ
れ
た
旨
総
会
議
事
録
等
に
記
載
さ
れ
、
そ
れ
が
外
見
上
会
社
そ
の
他
の
関

係
人
に
対
し
適
法
に
拘
束
力
を
持
つ
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
失
当
で
あ
る
こ
と
を
判
決
に
よ
り
明
確
に

確
定
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
定
款
変
更
決
議
が
そ
の
決
議
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
の
変
更
そ

の
も
の
に
つ
い
て
格
別
の
法
的
効
力
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
定
款
変
更
そ
の
も
の
の
決
議
に
疑
義
が
存
す
る
と
き
は
、
そ
の

有限会社の定款とその変更
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決
議
を
推
測
さ
せ
る
記
載
の
あ
る
定
款
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
右
決
議
の
効
力
な
い
し
そ
れ
か
ら
派
生
す
る
法
律
関
係
に
つ
い
て

種
々
の
紛
争
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
か
る
紛
争
を
抜
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
本
と
な
る
定
款
変
更
決
議
自
体
の

存
否
を
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
手
段
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
会
社
の
定
款
変
更
決
議
の
不
存
在
の
確

認
を
求
め
る
請
求
部
分
の
訴
え
は
、
適
法
な
も
の
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」

こ
の
最
高
裁
判
決
に
関
す
る
解
説
や
批
評
も
、
こ
の
点
に
つ
き
賛
成
し
て
い
る
も
の
が
多（
１８
）

い
。

三

し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
最
高
裁
判
決
の
説
示
は
疑
問
が
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
原
始
定
款
に
お
い
て
社
員
の
氏
名
お
よ
び
住
所
が
絶
対
的
記
載
事
項
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
有
限

会
社
で
は
原
始
社
員
が
株
式
会
社
の
発
起
人
の
よ
う
に
会
社
設
立
行
為
を
な
し
、
か
つ
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
負
担
す
る
の
で
、
原
始
社

員
の
同
一
性
を
確
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
原
始
社
員
に
の
み
関
わ
る
事
項
で
あ
り
、
そ
の
後
の
社
員
の
変
動
は

定
款
変
更
事
項
で
は
な
く
、
社
員
名
簿
上
の
記
載
が
対
抗
要
件
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
原
審
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
社
員
の
変
動

に
関
す
る
定
款
変
更
決
議
は
法
的
に
格
別
の
意
味
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
当
該
決
議
は
、
そ
も
そ
も
定
款
記
載
事
項
で
な
く
そ
れ
ゆ
え

定
款
変
更
の
対
象
と
な
り
え
な
い
事
項
に
関
す
る
定
款
変
更
決
議
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
無
効
で
あ
り
か
つ
無
益
な
決
議
で

あ
る
。
ほ
ん
ら
い
総
会
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
は
、
決
議
内
容
が
総
会
決
議
の
対
象
と
な
し
う
る
事
項
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る

と
す
る
と
、
本
件
の
よ
う
に
総
会
決
議
が
内
容
的
に
無
効
で
あ
る
場
合
は
、
む
し
ろ
無
効
確
認
請
求
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ（
１９
）

る
。

お
そ
ら
く
最
高
裁
判
決
は
、
社
員
持
分
の
譲
渡
そ
れ
自
体
は
当
事
者
間
の
合
意
（
お
よ
び
社
員
総
会
の
譲
渡
承
認
決
議
）
に
よ
っ
て

足
り
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
基
づ
く
社
員
の
変
動
に
関
す
る
定
款
変
更
決
議
も
ま
っ
た
く
無
意
味
無
益
な
も
の
で
は
な
く
、
当
該
決
議

自
体
と
し
て
な
ん
ら
か
の
効
力
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
定
款
変
更
決
議
が
そ
の
決
議
の
内

容
と
な
っ
て
い
る
事
項
の
変
更
そ
の
も
の
に
つ
い
て
格
別
の
法
的
効
力
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
定
款
変
更
そ
の
も
の
の
決
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議
に
疑
義
が
存
す
る
と
き
は
、
そ
の
決
議
を
推
測
さ
せ
る
記
載
の
あ
る
定
款
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
右
決
議
の
効
力
な
い
し
そ
れ
か

ら
派
生
す
る
法
律
関
係
に
つ
い
て
種
々
の
紛
争
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
定

款
変
更
決
議
の
内
容
が
定
款
記
載
事
項
で
な
い
た
め
に
、
定
款
変
更
の
た
め
の
総
会
決
議
の
対
象
と
な
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
無
効

で
あ
る
場
合
に
は
生
ず
る
余
地
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
定
款
変
更
決
議
の
内
容
が
定
款
記
載
事
項
と
し
て
な
ん
ら
か
の
効

力
を
持
ち
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
定
款
変
更
決
議
の
内
容
が
定
款
記
載
事
項
で
な
い
た
め
総
会
決
議
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
無
効
で
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
決
議
が
行
わ
れ
た
旨
総
会
議
事
録
に
記
載
さ
れ
て
も
、「
そ
れ
が
外
見
上
会
社
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
し
適
法
に
拘
束
力

を
持
つ
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
勝
ち
で
あ
る
」（
判
旨
）
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
決
議
に
基
づ
い
て
定
款
上
の
記
載
を
変
更
し
て
も
、

変
更
後
の
記
載
は
無
効
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ず
（
法
的
に
は
依
然
と
し
て
変
更
前
の
記
載
が
定
款
内
容
と
な
る
）、
法
的
に
は
紛

争
が
生
ず
る
余
地
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
上
の
紛
争
の
可
能
性
は
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
真
実
の
定
款
内
容
と

書
面
上
の
記
載
内
容
と
の
不
一
致
す
な
わ
ち
定
款
記
載
の
更
正
の
問
題
と
し
て
処
理
す
れ
ば
足
り
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
無
効
な
定

款
変
更
決
議
の
存
否
に
つ
い
て
判
決
を
も
っ
て
確
定
し
て
も
、
事
実
上
生
じ
う
る
紛
争
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
高
裁
は
、
決
議
が
法
的
効
力
を
有
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
決
議
対
象
と
な
ら
な
い
無
効
と
不
存
在
に
よ
る
無
効
と
を
区
別
し
て
い

な
い
が
、
同
じ
く
無
効
な
決
議
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
存
否
に
つ
い
て
確
定
す
る
こ
と
が
紛
争
の
解
決
に
必
要
で
あ
り
か
つ
適
切
な
手

段
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
決
議
内
容
が
総
会
の
適
法
な
決
議
の
対
象
と
な
り
う
る
事
項
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
（
２０
）

る
。

そ
し
て
、
定
款
に
お
け
る
社
員
の
住
所
お
よ
び
氏
名
が
原
始
社
員
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
と
解
す
る
以
上
、
そ
の
社
員
の
出
資
口
数

も
会
社
設
立
時
の
そ
れ
で
あ
り
、
爾
後
の
変
更
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

有限会社の定款とその変更
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問
題
と
な
る
の
は
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
お
よ
び
出
資
口
数
に
関
す
る
記
載
を
、
い
わ
ゆ
る
定
款
の
任
意
的
記
載
事
項
と
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
趣
旨
が
、
持
分
の
移
転
に
関
し
て
は
定
款
変
更
を
効
力
要
件
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
持
分
の
譲
渡
（
有
一
九
条
一
項
、
二
項
）
に
対
す
る
不
当
な
制
限
と
し
て
、
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
株
式
会
社
の
場
合
と
同
様

に
社
員
が
有
限
責
任
を
負
担
す
る
有
限
会
社
で
は
、
退
社
に
よ
る
出
資
の
払
戻
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
（
有
二
四
条
一
項
、
商
二
一
三

条
一
項
参
照
）、
持
分
の
譲
渡
に
よ
る
出
資
の
回
収
を
保
障
す
る
こ
と
が
基
本
原
則
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
定
款
の
記
載
を
会

社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
持
分
移
転
の
対
抗
要
件
と
す
る
場
合
に
は
、
有
限
会
社
法
二
〇
条
（
強
行
規
定
）
に
違
反
す
る
無
効
な

定
款
規
定
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
社
員
名
簿
の
記
載
を
基
準
と
し
つ
つ
単
に
そ
の
確
認
と
し
て
定
款
に
記
載
す

る
趣
旨
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
記
載
と
し
て
こ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
理
由
は
乏
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
法
的
に
は
意
味

の
な
い
い
わ
ば
無
益
的
な
記
載
で
あ
り
、
観
点
を
換
え
れ
ば
形
式
的
に
は
書
面
と
し
て
の
定
款
に
記
載
さ
れ
て
い
て
も
、
法
的
意
味
で

の
定
款
の
記
載
事
項
に
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

四

取
締
役
（
お
よ
び
監
査
役
）
に
関
す
る
定
款
上
の
記
載
に
つ
い
て
も
、
右
に
検
討
し
た
こ
と
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初

の
取
締
役
（
お
よ
び
監
査
役
）
の
記
載
は
あ
く
ま
で
会
社
設
立
時
の
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
同
一
性
を
確
定
す
る
趣
旨
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
者
の
解
任
や
爾
後
の
取
締
役
（
お
よ
び
監
査
役
）
の
選
任
は
総
会
の
解
任
な
い
し
選
任
決
議
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

定
款
の
記
載
事
項
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
関
す
る
定
款
変
更
決
議
は
、
定
款
の
記
載
事
項
で
な
い
事
項
す
な
わ
ち
定
款
変

更
決
議
の
対
象
と
な
し
え
な
い
事
項
に
関
す
る
決
議
と
い
う
意
味
で
無
効
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
決
議
に
つ
い
て
は

決
議
不
存
在
確
認
の
利
益
も
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
は
別
に
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
の
氏
名
を
任
意
的
記
載
事

項
と
し
て
定
款
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
も
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
が
妥
当
す
（
２１
）

る
。
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四

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
有
限
会
社
の
定
款
記
載
事
項
の
う
ち
、
社
員
の
氏
名
・
住
所
（
有
六
条
五
号
）
お
よ
び
出
資
口
数
（
同
条
六
号
）
な
ら

び
に
取
締
役
の
氏
名
（
有
一
一
条
一
項
）
に
つ
い
て
、
そ
の
効
力
と
変
更
の
要
否
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
項
は
い
ず
れ
も
会
社
設

立
時
に
お
け
る
原
始
定
款
の
記
載
事
項
で
あ
り
、
そ
の
後
の
変
更
は
定
款
の
記
載
事
項
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
定
款
変
更
に
も
当
た
ら

な
い
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
記
載
事
項
に
関
す
る
総
会
決
議
と
は
別
に
定
款
変
更
決
議
を
し
て
も
、
総
会

決
議
の
対
象
と
な
し
え
な
い
事
項
に
関
す
る
決
議
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
定
款
変
更
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
の
利
益
は
な
い
が
、
無

効
確
認
請
求
の
利
益
は
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

（
１
）

定
款
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
作
成
す
る
場
合
で
あ
る
（
有
六
条
三
項
参
照
）。
以
下
で
は
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
定
款
を
作
成
す
る
場
合

に
つ
い
て
は
、
省
略
す
る
。

（
２
）

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
�
』
六
九
頁
〔
中
西
正
明
〕（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
）
参
照
。

（
３
）

有
限
会
社
法
が
定
め
る
任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
、
最
初
の
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
を
定
款
で
指
定
す
る
こ
と
（
有
一
一
条
一
項
、
三

三
条
二
項
）
お
よ
び
定
款
に
よ
る
代
表
取
締
役
の
指
定
ま
た
は
共
同
代
表
の
定
め
（
有
二
七
条
三
項
前
、
中
段
）
が
あ
る
。

（
４
）

会
社
成
立
後
に
お
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
事
項
で
あ
っ
て
も
、
会
社
設
立
時
の
原
始
定
款
に
記
載
し
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

（
５
）

服
部
榮
三
「
会
社
の
定
款
に
つ
い
て
」
同
志
社
法
学
一
二
号
四
九
頁
以
下
（
一
九
五
二
）、
五
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
の
本
店
を

定
款
記
載
の
所
在
地
以
外
へ
移
転
す
る
に
は
、
定
款
変
更
が
必
要
で
あ
る
。
上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
�
』
一
一
頁
〔
実
方
謙

二
〕（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
６
）

石
井
照
久
編
『
注
解
株
式
会
社
法
第
一
巻
設
立
』
一
七
五
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
五
三
）。

（
７
）

鴻
常
夫
『
有
限
会
社
法
の
研
究
』
二
九
頁
（
文
久
書
林
、
一
九
六
五
）、
服
部
栄
三
�
加
藤
勝
郎
『
有
限
会
社
法
全
訳
』
二
八
頁
（
日

有限会社の定款とその変更
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本
評
論
社
、
一
九
九
二
）。

（
８
）

上
柳
克
郎
ほ
か
編
『
新
版
注
釈
会
社
法
�
』
四
〇
頁
〔
中
西
正
明
〕（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
）。

（
９
）

田
中
耕
太
郎
『
改
正
商
法
及
有
限
会
社
法
解
説
』
三
〇
九
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
三
九
）。

（
１０
）

山
口
幸
五
郎
『
会
社
法
概
論
』
五
一
頁
（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
八
）、
上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
８
）
三
七
五
頁
〔
実
方
謙
二
〕。

（
１１
）

定
款
上
の
記
載
に
よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
石
井
編
・
前
掲
注
（
６
）
二
六
二
頁
。

（
１２
）

商
法
一
六
九
条
は
昭
和
一
三
年
商
法
改
正
に
よ
る
新
設
規
定
で
あ
る
。
奥
野
健
一
ほ
か
『
株
式
会
社
法
釈
義
』
二
三
ー
五
頁
（
厳
松
堂

書
店
、
一
九
三
九
）
参
照
。

（
１３
）

田
中
誠
二
『
再
全
訂
会
社
法
詳
論
』
下
巻
一
二
五
六
頁
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
二
）
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
二
三
年
改
正
商
法

に
よ
り
株
式
分
割
払
込
制
が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
社
員
の
出
資
義
務
の
履
行
時
期
の
相
違
を
も
っ
て
理
由
づ
け
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
場
合
は
有
限
会
社
に
つ
い
て
の
説
明
が
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
最
近
株
式
会
社
に
つ
い
て
も
、
別
の
観
点
か
ら
、
発
起
人
に
よ
る
株
式

引
受
を
定
款
の
絶
対
的
記
載
事
項
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
興
味
深
い
議
論
が
あ
る
。
稲
葉
威
雄
ほ
か
『
会
社
の
総
則
・
設
立
（
条
解
・
会

社
法
の
研
究
１
）』
一
一
一
頁
〔
大
谷
禎
男
発
言
〕（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
１４
）

有
限
会
社
の
原
始
社
員
の
法
的
地
位
が
合
名
会
社
お
よ
び
合
資
会
社
の
社
員
に
類
似
す
る
こ
と
は
、
有
限
会
社
に
設
立
取
消
の
訴
え
が

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
（
有
七
五
条
一
項
、
商
一
四
〇
条
な
い
し
一
四
二
条
）。
有
限
会
社
の
設
立
無
効
の
訴
え
に
つ
い

て
は
、
株
式
会
社
に
関
す
る
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
る
が
（
有
七
五
条
一
項
、
四
二
八
条
）、
以
上
の
考
慮
か
ら
す
る
と
、
設
立
無
効
原
因

に
は
、
合
名
会
社
の
よ
う
に
、
社
員
の
個
別
の
出
資
行
為
の
無
効
も
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
・
有
限

会
社
法
』
一
〇
一
頁
（
第
二
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
１５
）

こ
れ
に
対
し
て
、
会
社
に
対
し
て
は
、
資
本
増
加
の
効
力
が
生
じ
た
後
は
（
有
五
三
条
ノ
二
）、
出
資
の
履
行
を
も
っ
て
社
員
た
る
地
位

を
対
抗
し
う
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
１６
）

山
口
・
前
掲
注
（
１０
）
三
八
頁
、
江
頭
・
前
掲
注
（
１４
）
六
八
頁
。

（
１７
）

上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
８
）
三
七
五
頁
〔
実
方
謙
二
〕。

（
１８
）

塩
崎
勤
・
ジ
ュ
リ
八
一
七
号
四
八
頁
（
一
九
八
四
）、
同
・
季
刊
実
務
民
事
法
八
号
一
五
八
頁
（
一
九
八
五
）、
中
曽
根
玲
子
・
早
法
六

〇
巻
三
号
一
五
六
頁
（
一
九
八
五
）
、
田
辺
誠
・
民
商
九
二
巻
三
号
一
〇
七
頁
（
一
九
八
五
）
、
久
留
島
隆
・
法
セ
ミ
三
六
三
号
一
五
六
頁
（
一
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九
八
五
）、
志
村
治
美
・
ジ
ュ
リ
八
三
八
頁
一
一
八
頁
（
一
九
八
五
）、
柿
崎
栄
治
・
ひ
ろ
ば
三
八
巻
七
号
六
七
頁
（
一
九
八
五
）、
田
邊
光

政
・
会
社
判
例
百
選
（
第
五
版
）
二
〇
八
頁
（
一
九
九
二
）
参
照
。
こ
の
他
、
有
限
会
社
の
社
員
の
氏
名
・
住
所
、
出
資
口
数
、
取
締
役
お

よ
び
代
表
取
締
役
に
関
す
る
定
款
記
載
の
変
更
決
議
の
不
存
在
確
認
請
求
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
判
例
と
し

て
、
最
判
昭
和
五
三
年
四
月
一
四
日
（
民
集
三
二
巻
三
号
六
〇
一
頁
）
お
よ
び
最
判
昭
和
五
三
年
七
月
一
〇
日
（
民
集
三
二
巻
五
号
八
八
八

頁
）
参
照
。

（
１９
）

こ
の
場
合
の
決
議
の
無
効
原
因
は
、
通
常
の
意
味
で
決
議
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
（
有
四
一
条
、
商
二
五
二
条
）
と
い
う
よ
り
も
、

決
議
が
総
会
決
議
の
対
象
と
な
し
え
な
い
事
項
（
い
わ
ば
能
力
外
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
２０
）

仮
に
最
高
裁
の
い
う
よ
う
に
、
社
員
持
分
譲
渡
に
関
す
る
社
員
総
会
決
議
と
は
別
に
、
そ
の
定
款
変
更
決
議
に
つ
き
不
存
在
確
認
請
求

が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
会
決
議
の
存
否
に
つ
き
別
訴
が
提
起
さ
れ
、
異
な
る
判
断
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
は
か
え
っ
て
法
律
関
係
を
錯
綜
さ
せ
紛
争
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
２１
）

も
っ
と
も
、
原
始
定
款
で
定
め
た
最
初
の
取
締
役
を
解
任
す
る
に
は
、
社
員
総
会
の
普
通
決
議
（
有
三
八
条
ノ
二
）
で
は
な
く
、
定
款

変
更
決
議
（
有
四
八
条
一
項
）
を
要
す
る
と
い
う
立
場
を
と
れ
ば
（
中
曽
根
・
前
掲
注
（
１８
）
一
六
四
頁
、
上
柳
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
８
）

二
六
〇
頁
〔
山
口
幸
五
郎
〕）、
爾
後
の
取
締
役
に
つ
い
て
も
定
款
の
任
意
的
記
載
事
項
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
余
地
が

あ
る
。
な
お
、
定
款
に
よ
る
代
表
取
締
役
の
指
定
は
、
任
意
的
記
載
事
項
と
解
さ
れ
る
（
有
二
七
条
三
項
前
段
）。
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